
議

案

第

三

十

一

号 

  

港

区

立

学

校

屋

内

プ

ー

ル

の

使

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

に

つ

い

て 

  

令

和

八

年

五

月

二

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会

 

        

令和８年５月２８日 

教育委員会議案資料 No.３ 



 
 

 

港

区

立

学

校

屋

内

プ

ー

ル

の

使

用

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 

 
港

区

立

学

校

屋

内

プ

ー

ル

の

使

用

に

関

す

る

規

則

（

平

成

二

年

港

区

教

育

委

員

会

規

則

第

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

四

条

第

一

号

中｢

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で｣

の

下

に｢

、

港

区

立

白

金

の

丘

中

学

校

に

つ

い

て

は

月

曜

日

、

火

曜

日

及

び

木

曜

日

」

を

加

え

る

。 

 

付

則

第

五

項

か

ら

第

七

項

ま

で

の

規

定

中

「

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

」

を

「

令

和

八

年

五

月

三

十

一

日

」

に

改

め

る

。 

 

付

則

に

次

の

六

項

を

加

え

る

。 

８ 

第

二

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

六

月

一

日

か

ら

令

和

八

年

六

月

三

十

日

ま

で

の

間

、

教

育

委

員

会

が

管

理

す

る

プ

ー

ル

を

設

置

す

る

学

校

の

名

称

及

び

位

置

は

、

付

則

別

表

第

六

の

と

お

り

と

す

る

。 

９ 

第

五

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

六

月

一

日

か

ら

令

和

八

年

六

月

三

十

日

ま

で

の

間

、

プ

ー

ル

の

開

場

時

間

は

、

付

則

別

表

第

七

の

と

お

り

と

す

る

。 

1 0 

第

五

条

の

二

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

六

月

一

日

か

ら

令

和

八

年

六

月

三

十

日

ま

で

の

間

、

プ

ー

ル

の

コ

ー

ス

数

は

、

付

則

別

表

第

八

の

と

お

り

と

す

る

。 

1 1 

第

二

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

教

育

委

員

会

が

管

理

す

る

プ

ー

ル

を

設

置

す

る

学

校

の

名

称

及

び

位

置

は

、

付

則

別

表

第

九

の

と

お

り

と

す

る

。 

1 2 

第

五

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

プ

ー

ル

の

開

場

時

間

は

、

付

則

別

表

第

十

の

と

お

り

と

す

る

。 



1 3 

第

五

条

の

二

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

令

和

八

年

七

月

一

日

か

ら

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

、

プ

ー

ル

の

コ

ー

ス

数

は

、

付

則

別

表

第

十

一

の

と

お

り

と

す

る

。 

付

則

別

表

第

六

（

付

則

第

八

項

関

係

） 

              
 

同 
 

港

陽

中

学

校 

 

同 
 

赤

坂

中

学

校 

 

同 
 

高

陵

中

学

校 

 

同 
 

三

田

中

学

校 

 

同 
 

御

成

門

中

学

校 

 

同 
 

本

村

小

学

校 

 

同 
 

港

南

小

学

校 

 

同 
 

芝

浜

小

学

校 

 

港

区

立

芝

浦

小

学

校 

名 

称 

 

同 
 

 
 

台

場

一

丁

目

一

番

五

号 

 

同 
 

 
 

赤

坂

九

丁

目

二

番

三

号 

 

同 
 

 
 

西

麻

布

四

丁

目

十

四

番

八

号 

 

同 
 

 
 

三

田

四

丁

目

十

三

番

十

三

号 

 
同 

 
 

 

西

新

橋

三

丁

目

二

十

五

番

三

十

号 

 

同 
 

 
 

南

麻

布

三

丁

目

九

番

三

十

三

号 

 

同 
 

 
 

港

南

四

丁

目

三

番

二

十

八

号 

 

同 
 

 
 

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

三

十

一

号 

 

東

京

都

港

区

芝

浦

四

丁

目

八

番

十

八

号 

位 

置 



付

則

別

表

第

七

（

付

則

第

九

項

関

係

） 

 

港

陽

中

学

校 赤

坂

中

学

校 高

陵

中

学

校 三

田

中

学

校 御

成

門

中

学

校 

本

村

小

学

校 港

南

小

学

校 芝

浜

小

学

校 芝

浦

小

学

校 

区

分 

午

後

一

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

四

十

五

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

四

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

平

日 

午

前

十

時

か

ら

正

午

ま

で 

午

後

一

時

か

ら

午

後

三

時

ま

で 午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

 

休

日

（

港

区

立

芝

浦

小

学

校

に

つ

い

て

は

、

夏

季

休

業

日

、

冬

季

休

業

日

及

び

春

季

休

業

日

の

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

を

含

む

。

港

区

立

芝

浜

小

学

校

に

つ

い

て

は

、

夏

季

休

業

日

の

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

を

含

む

。

） 



備

考 

 
 

一 

夏

期

（

七

月

か

ら

九

月

ま

で

）

の

土

曜

日

及

び

日

曜

日

の

団

体

使

用

は

、

認

め

な

い

も

の

と

す

る

。 

 
 

二 
教

育

委

員

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

開

場

時

間

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 
 

三 
こ

の

表

に

お

い

て

、

「

休

日

」

と

は

日

曜

日

、

土

曜

日

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

定

め

る

休

日

に

規

定

す

る

休

業

日

を

い

い

、

「

平

日

」

と

は

休

日

以

外

の

日

を

い

う

。 

付

則

別

表

第

八

（

付

則

第

十

項

関

係

） 

     

 

高

陵

中

学

校 

 

三

田

中

学

校 

 

御

成

門

中

学

校 

 

本

村

小

学

校 

 

港

南

小

学

校 

 

芝

浜

小

学

校 

 

芝

浦

小

学

校 

名 
称 

 

六 

 

六 

 

六 

 

五 

 

五 

 

五 

 

六 

コ

ー

ス

数 



    

付

則

別

表

第

九

（

付

則

第

十

一

項

関

係

） 

            

 

港

陽

中

学

校 

 
赤

坂

中

学

校 

 

六 

 

六 

 

同 
 

高

陵

中

学

校 

 

同 
 

白

金

の

丘

中

学

校 

 

同 
 

三

田

中

学

校 

 

同 
 

御

成

門

中

学

校 

 

同 
 

本

村

小

学

校 

 

同 
 

港

南

小

学

校 

 

同 
 

芝

浜

小

学

校 

 

港

区

立

芝

浦

小

学

校 

名 
称 

 

同 
 

 
 

西

麻

布

四

丁

目

十

四

番

八

号 

 

同 
 

 
 

白

金

四

丁

目

一

番

十

二

号 

 

同 
 

 
 

三

田

四

丁

目

十

三

番

十

三

号 

 

同 
 

 
 

西

新

橋

三

丁

目

二

十

五

番

三

十

号 

 
同 

 
 

 

南

麻

布

三

丁

目

九

番

三

十

三

号 

 

同 
 

 
 

港

南

四

丁

目

三

番

二

十

八

号 

 

同 
 

 
 

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

三

十

一

号 

 

東

京

都

港

区

芝

浦

四

丁

目

八

番

十

八

号 

位 

置 



 

    

           

同 
 

港

陽

中

学

校 

 

同 
 

赤

坂

中

学

校 

 

同 
 

 
 

台

場

一

丁

目

一

番

五

号 

 

同 
 

 
 

赤

坂

九

丁

目

二

番

三

号 



付

則

別

表

第

十

（

付

則

第

十

二

項

関

係

） 
港

陽

中

学

校 赤

坂

中

学

校 高

陵

中

学

校 白

金

の

丘

中

学

校 

三

田

中

学

校 御

成

門

中

学

校 

本

村

小

学

校 港

南

小

学

校 芝

浜

小

学

校 芝

浦

小

学

校 

区

分 

午

後

一

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

四

十

五

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

四

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

平

日 

午

前

十

時

か

ら

正

午

ま

で 

午

後

一

時

か

ら

午

後

三

時

ま

で 午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

 

休

日

（

港

区

立

芝

浦

小

学

校

に

つ

い

て

は

、

夏

季

休

業

日

、

冬

季

休

業

日

及

び

春

季

休

業

日

の

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

を

含

む

。

港

区

立

芝

浜

小

学

校

に

つ

い

て

は

、

夏

季

休

業

日

の

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

を

含

む

。

） 



備

考 

 
 

一 

夏

期

（

七

月

か

ら

九

月

ま

で

）

の

土

曜

日

及

び

日

曜

日

の

団

体

使

用

は

、

認

め

な

い

も

の

と

す

る

。 

 
 

二 
教

育

委

員

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

開

場

時

間

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 
 

三 

こ

の

表

に

お

い

て

、

「

休

日

」

と

は

日

曜

日

、

土

曜

日

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

定

め

る

休

日

に

規

定

す

る

休

業

日

を

い

い

、

「

平

日

」

と

は

休

日

以

外

の

日

を

い

う

。 

付

則

別

表

第

十

一

（

付

則

第

十

三

項

関

係

） 

          

 

白

金

の

丘

中

学

校 

 

三

田

中

学

校 

 

御

成

門

中

学

校 

 

本

村

小

学

校 

 

港

南

小

学

校 

 

芝

浜

小

学

校 

 

芝

浦

小

学

校 

名 
称 

 

六 

 
六 

 

六 

 

五 

 

五 

 

五 

 

六 

コ

ー

ス

数 



     

 

           

 

港

陽

中

学

校 

 

赤

坂

中

学

校 

 
高

陵

中

学

校 

 

六 

 

六 

 

六 



別

表

第

一

か

ら

別

表

第

三

ま

で

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。 
別

表

第

一

（

第

二

条

関

係

） 
 

 

 

 

         

    

 

同 
 

港

陽

中

学

校 

 

同 
 

赤

坂

中

学

校 

 

同 
 

高

陵

中

学

校 

 

同 
 

白

金

の

丘

中

学

校 

 

同 
 

三

田

中

学

校 

 

同 
 

御

成

門

中

学

校 

 

同 
 

本

村

小

学

校 

 

同 
 

港

南

小

学

校 

 

港

区

立

芝

浜

小

学

校 

名 

称 

 

同 
 

 
 

台

場

一

丁

目

一

番

五

号 

 

同 
 

 
 

赤

坂

九

丁

目

二

番

三

号 

 

同 
 

 
 

西

麻

布

四

丁

目

十

四

番

八

号 

 

同 
 

 
 

白

金

四

丁

目

一

番

十

二

号 

 

同 
 

 
 

三

田

四

丁

目

十

三

番

十

三

号 

 

同 
 

 
 

西

新

橋

三

丁

目

二

十

五

番

三

十

号 

 

同 
 

 
 

南

麻

布

三

丁

目

九

番

三

十

三

号 

 

同 
 

 
 

港

南

四

丁

目

三

番

二

十

八

号 

 

東

京

都

港

区

芝

浦

一

丁

目

十

六

番

三

十

一

号 

位 

置 



別

表

第

二

（

第

五

条

関

係

） 

港

陽

中

学

校 赤

坂

中

学

校 高

陵

中

学

校 白

金

の

丘

中

学

校 

三

田

中

学

校 御

成

門

中

学

校 

本

村

小

学

校 港

南

小

学

校 芝

浜

小

学

校 

区

分 

午

後

一

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

四

十

五

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

三

十

分

ま

で 

午

後

四

時

三

十

分

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

五

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

平

日 

午

前

十

時

か

ら

正

午

ま

で 

午

後

一

時

か

ら

午

後

三

時

ま

で 

午

後

三

時

三

十

分

か

ら

午

後

五

時

三

十

分

ま

で 
午

後

六

時

か

ら

午

後

八

時

ま

で 

 

休

日

（

港

区

立

芝

浜

小

学

校

に

つ

い

て

は

、

夏

季

休

業

日

の

月

曜

日

か

ら

金

曜

日

ま

で

を

含

む

。

） 



備

考 

 
一 

夏

期

（

七

月

か

ら

九

月

ま

で

）

の

土

曜

日

及

び

日

曜

日

の

団

体

使

用

は

、

認

め

な

い

も

の

と

す

る

。 

 

二 
教

育

委

員

会

が

特

別

の

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

開

場

時

間

を

変

更

す

る

こ

と

が

で

き

る

。 

 

三 
こ

の

表

に

お

い

て

、

「

休

日

」

と

は

日

曜

日

、

土

曜

日

、

国

民

の

祝

日

に

関

す

る

法

律

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

百

七

十

八

号

）

に

定

め

る

休

日

に

規

定

す

る

休

業

日

を

い

い

、

「

平

日

」

と

は

休

日

以

外

の

日

を

い

う

。 

 

別

表

第

三

（

第

五

条

の

二

関

係

） 
 

 

         
 

三

田

中

学

校 

 

御

成

門

中

学

校 

 

本

村

小

学

校 

 

港

南

小

学

校 

 

芝

浜

小

学

校 

名 
称 

 
六 

 

六 

 

五 

 

五 

 

五 

コ

ー

ス

数 



       

 

付 

則 

こ

の

規

則

は

、

令

和

八

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

四

条

第

一

号

の

改

正

規

定

、

付

則

第

十

一

項

か

ら

第

十

三

項

ま

で

の

規

定

の

改

定

規

定

及

び

別

表

第

一

か

ら

別

表

第

三

ま

で

の

規

定

の

改

正

規

定

（

白

金

の

丘

中

学

校

の

項

に

係

る

部

分

に

限

る

。

）

は

、

同

年

七

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

港

陽

中

学

校 

 

赤

坂

中

学

校 

 

高

陵

中

学

校 

 
白

金

の

丘

中

学

校 

 

六 

 

六 

 

六 

 

六 



港
区
立
学
校
屋
内
プ
ー
ル
の
使
用
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
休
場
日
） 

第
四
条 

プ
ー
ル
の
休
場
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員

会
又
は
学
校
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
相
互
に
協
議
の
う
え
、
休
場
日
を

変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

月
曜
日
、
火
曜
日
及
び
水
曜
日
（
港
区
立
本
村
小
学
校
に
つ
い
て
は
火
曜

日
、
港
区
立
御
成
門
中
学
校
及
び
港
区
立
赤
坂
中
学
校
に
つ
い
て
は
月
曜
日
、

港
区
立
港
陽
中
学
校
の
夏
季
休
業
日
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
月
曜
日
か
ら
金

曜
日
ま
で
、
港
区
立
白
金
の
丘
中
学
校
に
つ
い
て
は
月
曜
日
、
火
曜
日
及
び
木

曜
日
） 

（
休
場
日
） 

第
四
条 

プ
ー
ル
の
休
場
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
教
育
委
員
会

又
は
学
校
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
相
互
に
協
議
の
う
え
、
休
場
日
を
変
更

し
、
又
は
臨
時
に
休
場
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

月
曜
日
、
火
曜
日
及
び
水
曜
日
（
港
区
立
本
村
小
学
校
に
つ
い
て
は
火
曜
日
、

港
区
立
御
成
門
中
学
校
及
び
港
区
立
赤
坂
中
学
校
に
つ
い
て
は
月
曜
日
、
港
区
立

港
陽
中
学
校
の
夏
季
休
業
日
以
外
の
期
間
に
つ
い
て
は
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま

で
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

 
 

 
 

付 

則 
 

 
 

 

付 

則 

（
施
行
期
日
） 
（
施
行
期
日
） 

１ 

（
略
） 

１ 
（
略
） 

（
経
過
措
置
） 

（
経
過
措
置
） 

令和８年５月２８日 

教育委員会議案資料 No３-２ 



２
～
４ 

（
略
） 

２
～
４ 

（
略
） 

５ 

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
学
校
の
名

称
及
び
位
置
は
、
付
則
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

５ 

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
学
校
の
名

称
及
び
位
置
は
、
付
則
別
表
第
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

６ 

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
五
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
開
場
時
間
は
、
付
則
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す

る
。 

６ 

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
開
場
時
間
は
、
付
則
別
表
第
四
の
と
お
り
と
す

る
。 

７ 

第
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
コ
ー
ス
数
は
、
付
則
別
表
第
五
の
と
お
り

と
す
る
。 

７ 

第
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
コ
ー
ス
数
は
、
付
則
別
表
第
五
の
と
お
り

と
す
る
。 

８ 

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
六
月

三
十
日
ま
で
の
間
、
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
学
校
の
名
称

及
び
位
置
は
、
付
則
別
表
第
六
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

９ 

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
六
月

三
十
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
開
場
時
間
は
、
付
則
別
表
第
七
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

10 

第
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

六
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
コ
ー
ス
数
は
、
付
則
別
表
第
八
の
と
お
り
と

す
る
。 

 

11 

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
、
教
育
委
員
会
が
管
理
す
る
プ
ー
ル
を
設
置
す
る
学
校
の
名

称
及
び
位
置
は
、
付
則
別
表
第
九
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

12 

第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

 



三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
開
場
時
間
は
、
付
則
別
表
第
十
の
と
お
り
と
す

る
。 

13 

第
五
条
の
二
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
プ
ー
ル
の
コ
ー
ス
数
は
、
付
則
別
表
第
十
一
の
と
お

り
と
す
る
。 

 

 
 

 

（
中
略
） 

 

（
中
略
） 

 
 

付
則
別
表
第
六
（
付
則
第
八
項
関
係
） 

 

名
称 

位
置 

港
区
立
芝
浦
小
学
校 

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
八
番
十
八
号 

同 
 

芝
浜
小
学
校 

同 
 
 
 

芝
浦
一
丁
目
十
六
番
三
十
一
号 

同 
 

港
南
小
学
校 

同 
 
 
 

港
南
四
丁
目
三
番
二
十
八
号 

同 
 

本
村
小
学
校 

同 
 
 
 

南
麻
布
三
丁
目
九
番
三
十
三
号 

同 
 

御
成
門
中
学
校 

同 
 
 
 

西
新
橋
三
丁
目
二
十
五
番
三
十
号 

同 
 

三
田
中
学
校 

同 
 
 
 

三
田
四
丁
目
十
三
番
十
三
号 

同 
 

高
陵
中
学
校 

同 
 
 
 

西
麻
布
四
丁
目
十
四
番
八
号 

同 
 

赤
坂
中
学
校 

同 
 
 
 

赤
坂
九
丁
目
二
番
三
号 

同 
 

港
陽
中
学
校 

同 
 
 
 

台
場
一
丁
目
一
番
五
号 

 

 

付
則
別
表
第
七
（
付
則
第
九
項
関
係
） 

 

区
分 

平
日 

 

休
日
（
港
区
立
芝
浦
小

 



学
校
に
つ
い
て
は
、
夏
季

休
業
日
、
冬
季
休
業
日
及

び
春
季
休
業
日
の
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
を
含

む
。
港
区
立
芝
浜
小
学
校

に
つ
い
て
は
、
夏
季
休
業

日
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

ま
で
を
含
む
。
） 

芝
浦
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時

ま
で 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
三
十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時

ま
で 

芝
浜
小
学
校 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

港
南
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

本
村
小
学
校 

午
後
四
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま

で 

御
成
門
中
学

校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

三
田
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

高
陵
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

赤
坂
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 



港
陽
中
学
校 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で 

 

備
考 

 

一 

夏
期(

七
月
か
ら
九
月
ま
で)

の
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
団
体
使
用
は
、
認
め

な
い
も
の
と
す
る
。 

 

二 

教
育
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
場
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
休
日
」
と
は
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関

す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
定
め
る
休
日
に
規
定
す
る
休

業
日
を
い
い
、
「
平
日
」
と
は
休
日
以
外
の
日
を
い
う
。 

 

付
則
別
表
第
八
（
付
則
第
十
項
関
係
） 

 

名
称 
コ
ー
ス
数 

芝
浦
小
学
校 

六 

芝
浜
小
学
校 

五 

港
南
小
学
校 

五 

本
村
小
学
校 

五 

御
成
門
中
学
校 

六 

三
田
中
学
校 

六 

高
陵
中
学
校 

六 

赤
坂
中
学
校 

六 

港
陽
中
学
校 

六 
 

 



付
則
別
表
第
九
（
付
則
第
十
一
項
関
係
） 

 

名
称 

位
置 

港
区
立
芝
浦
小
学
校 

東
京
都
港
区
芝
浦
四
丁
目
八
番
十
八
号 

同 
 

芝
浜
小
学
校 

同 
 
 
 

芝
浦
一
丁
目
十
六
番
三
十
一
号 

同 
 

港
南
小
学
校 

同 
 
 
 

港
南
四
丁
目
三
番
二
十
八
号 

同 
 

本
村
小
学
校 

同 
 
 
 

南
麻
布
三
丁
目
九
番
三
十
三
号 

同 
 

御
成
門
中
学
校 
同 

 
 
 

西
新
橋
三
丁
目
二
十
五
番
三
十
号 

同 
 

三
田
中
学
校 

同 
 
 
 

三
田
四
丁
目
十
三
番
十
三
号 

同 
 

白
金
の
丘
中
学
校 

同 
 
 
 

白
金
四
丁
目
一
番
十
二
号 

同 
 

高
陵
中
学
校 

同 
 
 
 

西
麻
布
四
丁
目
十
四
番
八
号 

同 
 

赤
坂
中
学
校 

同 
 
 
 

赤
坂
九
丁
目
二
番
三
号 

同 
 

港
陽
中
学
校 

同 
 
 
 

台
場
一
丁
目
一
番
五
号 

 

 

付
則
別
表
第
十
（
付
則
第
十
二
項
関
係
） 

 

区
分 

平
日 

 

休
日
（
港
区
立
芝
浦
小

学
校
に
つ
い
て
は
、
夏
季

休
業
日
、
冬
季
休
業
日
及

び
春
季
休
業
日
の
月
曜
日

か
ら
金
曜
日
ま
で
を
含

む
。
港
区
立
芝
浜
小
学
校

に
つ
い
て
は
、
夏
季
休
業

日
の
月
曜
日
か
ら
金
曜
日

ま
で
を
含
む
。
） 

 



芝
浦
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時

ま
で 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
三
十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時

ま
で 

芝
浜
小
学
校 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

港
南
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

本
村
小
学
校 

午
後
四
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま

で 

御
成
門
中
学

校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

三
田
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

白
金
の
丘
中

学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

高
陵
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

赤
坂
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

港
陽
中
学
校 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で 

 

備
考 

 

一 

夏
期(

七
月
か
ら
九
月
ま
で)

の
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
団
体
使
用
は
、
認
め

な
い
も
の
と
す
る
。 

 



二 
教
育
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
場
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、「
休
日
」
と
は
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
定
め
る
休
日
に
規
定
す
る
休
業

日
を
い
い
、「
平
日
」
と
は
休
日
以
外
の
日
を
い
う
。 

 

付
則
別
表
第
十
一
（
付
則
第
十
三
項
関
係
） 

 

名
称 

コ
ー
ス
数 

芝
浦
小
学
校 

六 

芝
浜
小
学
校 

五 

港
南
小
学
校 

五 

本
村
小
学
校 
五 

御
成
門
中
学
校 

六 

三
田
中
学
校 

六 

白
金
の
丘
中
学
校 

六 

高
陵
中
学
校 

六 

赤
坂
中
学
校 

六 

港
陽
中
学
校 

六 
 

 

 
 

（
中
略
） 
（
中
略
） 

 
 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 



名
称 

位
置 

港
区
立
芝
浜
小
学
校 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
十
六
番
三
十
一
号 

同 
 

港
南
小
学
校 

同 
 
 
 

港
南
四
丁
目
三
番
二
十
八
号 

同 
 

本
村
小
学
校 

同 
 
 
 

南
麻
布
三
丁
目
九
番
三
十
三
号 

同 
 

御
成
門
中
学
校 

同 
 
 
 

西
新
橋
三
丁
目
二
十
五
番
三
十
号 

同 
 

三
田
中
学
校 

同 
 
 
 

三
田
四
丁
目
十
三
番
十
三
号 

同 
 

白
金
の
丘
中
学
校 
同 

 
 
 

白
金
四
丁
目
一
番
十
二
号 

同 
 

高
陵
中
学
校 
同 

 
 
 

西
麻
布
四
丁
目
十
四
番
八
号 

同 
 

赤
坂
中
学
校 

同 
 
 
 

赤
坂
九
丁
目
二
番
三
号 

同 
 

港
陽
中
学
校 

同 
 
 
 

台
場
一
丁
目
一
番
五
号 

 

名
称 

位
置 

港
区
立
芝
浜
小
学
校 

東
京
都
港
区
芝
浦
一
丁
目
十
六
番
三
十
一
号 

同 
 

港
南
小
学
校 

同 
 
 
 

港
南
四
丁
目
三
番
二
十
八
号 

同 
 

本
村
小
学
校 

同 
 
 
 

南
麻
布
三
丁
目
九
番
三
十
三
号 

同 
 

御
成
門
中
学
校 

同 
 
 
 

西
新
橋
三
丁
目
二
十
五
番
三
十
号 

同 
 

高
陵
中
学
校 

同 
 
 
 

西
麻
布
四
丁
目
十
四
番
八
号 

同 
 

赤
坂
中
学
校 

同 
 
 
 

赤
坂
九
丁
目
二
番
三
号 

同 
 

港
陽
中
学
校 

同 
 
 
 

台
場
一
丁
目
一
番
五
号 

 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
） 

区
分 

平
日 
休
日
（
港
区
立
芝
浜
小
学

校
に
つ
い
て
は
、
夏
季
休

業
日
の
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
を
含
む
。
） 

芝
浜
小
学
校 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時

ま
で 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
三
十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時

ま
で 

港
南
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

本
村
小
学
校 

午
後
四
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま

で 

御
成
門
中
学

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

区
分 

平
日 

休
日
（
港
区
立
芝
浜
小
学

校
に
つ
い
て
は
、
夏
季
休

業
日
の
月
曜
日
か
ら
金
曜

日
ま
で
を
含
む
。
） 

芝
浜
小
学
校 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で 

午
後
一
時
か
ら
午
後
三
時

ま
で 

午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
三
十
分
ま
で 

午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時

港
南
小
学
校 

午
後
五
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で 

本
村
小
学
校 

午
後
四
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
ま

で 



校 

十
分
ま
で 

三
田
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

白
金
の
丘
中

学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

高
陵
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

赤
坂
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

港
陽
中
学
校 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で 

 

御
成
門
中
学

校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

 

ま
で 

高
陵
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

赤
坂
中
学
校 

午
後
六
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三

十
分
ま
で 

港
陽
中
学
校 

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
四

十
五
分
ま
で 

 

備
考 

備
考 

一 

夏
期(

七
月
か
ら
九
月
ま
で)

の
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
団
体
使
用
は
、
認
め

な
い
も
の
と
す
る
。 

一 

夏
期(

七
月
か
ら
九
月
ま
で)

の
土
曜
日
及
び
日
曜
日
の
団
体
使
用
は
、
認
め

な
い
も
の
と
す
る
。 

二 

教
育
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
場
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

教
育
委
員
会
が
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
場
時
間
を
変
更

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、
「
休
日
」
と
は
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関

す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
定
め
る
休
日
に
規
定
す
る
休

業
日
を
い
い
、
「
平
日
」
と
は
休
日
以
外
の
日
を
い
う
。 

三 

こ
の
表
に
お
い
て
、「
休
日
」
と
は
日
曜
日
、
土
曜
日
、
国
民
の
祝
日
に
関
す

る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
定
め
る
休
日
に
規
定
す
る
休
業

日
を
い
い
、「
平
日
」
と
は
休
日
以
外
の
日
を
い
う
。 

別
表
第
三
（
第
五
条
の
二
関
係
） 

別
表
第
三
（
第
五
条
の
二
関
係
） 



名
称 

コ
ー
ス
数 

芝
浜
小
学
校 

五 

港
南
小
学
校 

五 

本
村
小
学
校 

五 

御
成
門
中
学
校 

六 

三
田
中
学
校 

六 

白
金
の
丘
中
学
校 

六 

高
陵
中
学
校 

六 

赤
坂
中
学
校 

六 

港
陽
中
学
校 

六 
 

名
称 

コ
ー
ス
数 

芝
浜
小
学
校 

五 

港
南
小
学
校 

五 

本
村
小
学
校 

五 

御
成
門
中
学
校 

  

六 

高
陵
中
学
校 

六 

赤
坂
中
学
校 

六 

港
陽
中
学
校 

六 
 

 
 

付 

則 
 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一

号
の
改
正
規
定
、
付
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定
の
改
定
規
定
及
び

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
規
定
の
改
正
規
定
（
白
金
の
丘
中
学
校
の
項
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 



1 

 

生涯学習スポーツ振興課 

 

 

港区立学校屋内プールの使用に関する規則の一部を改正する規則について 

 

審議内容 

学校屋内プール開放校に港区立三田中学校及び白金の丘中学校を追加するた

め、港区立学校屋内プールの使用に関する規則の一部を改正します。 

 

１ 改正理由 

  令和８年６月１日から三田中学校、令和８年７月１日から白金の丘中学校の屋内

プールを開放するため、港区立学校屋内プールの使用に関する規則における関連規

定の一部を改正します。 

 

２ 改正内容 

（１）学校名及び位置の追加について 

学校名及び位置に、三田中学校及び白金の丘中学校を追加します。 

（２）休場日の追加について 

休場日に、白金の丘中学校を追加します。 

※ 白金の丘中学校の休場日：月曜日、火曜日、木曜日 

なお、三田中学校の休場日は、月曜日、火曜日、水曜日と原則通りであるため 

追加する必要はありません。 

（３）開場時間の追加について 

開場時間に、三田中学校及び白金の丘中学校を追加します。 

 

３ 公布日（予定） 

  令和８年６月１日 

 

４ 施行期日 

令和８年６月 １日 三田中学校の追加 

７月 １日 白金の丘中学校の追加 

令和８年５月２８日 

教育委員会議案資料 No.３-３ 


